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第８章 海上における排出油等災害対策

第１節 予防対策

１ 県

○県は、管理する港湾等での排出油等防除作業及び市町村が行う防除作業の

支援に備え、防災関係機関や高知県漁業協同組合連合会等と予め対策につ

いて協議し、体制づくりを進めます。

２ 高知県排出油等防除協議会

○高知海上保安部、県、市町村その他の防災関係機関と民間事業者（以下「会

員」）は、「高知県排出油等防除協議会」の活動を中心に、会員間の連

携を図り、高知県の排出油等事故災害に対する体制づくりを進めます。

３ 通報･連絡体制の整備

（１）通報

○高知県排出油等防除協議会の会員は、排出油等事故が発生するおそれが

ある場合又は発生した場合は、最寄りの海上保安官署及び地区の協議会

長に通報します。

（２）連絡体制

○県は、国の機関が発表する情報を、的確に沿岸の関係市町村に伝えるた

め、双方との連絡体制を整備します。

○高知県排出油等防除協議会は、会員間の連絡体制を定めます。

（別表７参照）

４ 排出油等防除資機材の整備

（１）資機材の整備

○県は、管理する港湾等における排出油等に対応するため、必要な防除資

機材及び保管倉庫を整備します。

○高知海上保安部、四国地方整備局、市町村、石油事業者団体及び船舶所

有者は、オイルフェンス、油処理剤、油吸着マット等の排出油等防除資

機材を重油等の種類に応じ、整備します。

○高知海上保安部は、石油事業者団体等関係機関に対し、必要な資機材を

海上における海難事故の発生に伴う船舶からの油などの危険物の大量排

出等による著しい海洋汚染等に対する予防対策と応急対策について定めま

す。

県、市町村、高知海上保安部その他の防災関係機関の排出油等災害に対す

る予防対策について定めます。
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第８章 海上における排出油等災害対策

第１節 予防対策

１ 県

○県は、管理する港湾等での排出油等防除作業及び市町村が行う防除作業の

支援に備え、防災関係機関や高知県漁業協同組合連合会等と予め対策につ

いて協議し、体制づくりを進めます。

２ 高知県排出油等防除協議会

○高知海上保安部、県、市町村その他の防災関係機関と民間事業者（以下「会

員」）は、「高知県排出油等防除協議会」の活動を中心に、会員間の連

携を図り、高知県の排出油等事故災害に対する体制づくりを進めます。

３ 通報･連絡体制の整備

（１）通報

○高知県排出油等防除協議会の会員は、排出油等事故が発生するおそれが

ある場合又は発生した場合は、最寄りの海上保安官署及び地区の協議会

長に通報します。

（２）連絡体制

○県は、国の機関が発表する情報を、的確に沿岸の関係市町村に伝えるた

め、双方との連絡体制を整備します。

○高知県排出油等防除協議会は、会員間の連絡体制を定めます。

（別表７参照）

４ 排出油等防除資機材の整備

（１）資機材の整備

○県は、管理する港湾等における排出油等に対応するため、必要な防除資

機材及び保管倉庫を整備します。

○高知海上保安部、四国地方整備局、市町村、石油事業者団体及び船舶所

有者は、オイルフェンス、油処理剤、油吸着マット等の排出油等防除資

機材を重油等の種類に応じ、整備します。

○高知海上保安部は、石油事業者団体等関係機関に対し、必要な資機材を

海上における海難事故の発生に伴う船舶からの油などの危険物の大量排

出等による著しい海洋汚染等に対する予防対策と応急対策について定めま

す。

県、市町村、高知海上保安部その他の防災関係機関の排出油等災害に対す

る予防対策について定めます。
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○危険物に応じた消火薬剤、排出油等処理剤等の防災資機材の備蓄について

指導します。

○緊急時の情報連絡を密にするため、無線設備、重要電話回線その他の方法

による緊急連絡体制の整備、手段の確保を指導します。

４ 啓発

○危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の有資格者に対し、取扱作業の

保安に関する講習会、研修会を実施し、危険物取扱者の資質の向上、保安

意識の高揚に努めます。

５ 危険物災害応急対策

○県

◇警察は、危険物災害が発生し、又は火災等の災害が危険物施設に及ぶ

おそれのある場合は、施設管理者や市町村等と連携して、負傷者等の救

出、避難の指示及び警戒区域の設定、交通規制等、災害の波及防止、保

安措置等の援助協力等災害の拡大防止の措置を行います。

○市町村

◇関係機関と密接な連携を図り、所管する危険物の安全管理、施設の使用

停止等の緊急措置を行います。

◇施設管理者と密接な連携を図り、災害の拡大防止を図るため自衛消防隊

組織による災害状況把握と安全措置を指導するとともに、消火、救出、

医療・救護活動、警戒区域の設定、避難、広報等の必要な応急対策を実

施します。

○施設管理者

◇市町村に被害状況、応急対策活動、対策本部設置状況等を報告します。

◇速やかに、職員の動員配備、情報収集・連絡、応急体制の確立等、災害

の拡大防止のための必要な措置を行います。

◇消防機関の到着に際しての車両誘導、爆発、引火、有毒性物品の品名、

数量、保管場所等の報告を行います。

◇大量の危険物が河川、海等に排出された場合は、必要な資機材を用い、

危険物の拡散防止等の排出を最小限に抑える措置を講じます。
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○危険物に応じた消火薬剤、排出油等処理剤等の防災資機材の備蓄について

指導します。

○緊急時の情報連絡を密にするため、無線設備、重要電話回線その他の方法

による緊急連絡体制の整備、手段の確保を指導します。

４ 啓発

○危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の有資格者に対し、取扱作業の

保安に関する講習会、研修会を実施し、危険物取扱者の資質の向上、保安

意識の高揚に努めます。

５ 危険物災害応急対策

○県

◇警察は、危険物災害が発生し、又は火災等の災害が危険物施設に及ぶ

おそれのある場合は、施設管理者や市町村等と連携して、負傷者等の救

出、避難の指示及び警戒区域の設定、交通規制等、災害の波及防止、保

安措置等の援助協力等災害の拡大防止の措置を行います。

○市町村

◇関係機関と密接な連携を図り、所管する危険物の安全管理、施設の使用

停止等の緊急措置を行います。

◇施設管理者と密接な連携を図り、災害の拡大防止を図るため自衛消防隊

組織による災害状況把握と安全措置を指導するとともに、消火、救出、

医療・救護活動、警戒区域の設定、避難、広報等の必要な応急対策を実

施します。

○施設管理者

◇市町村に被害状況、応急対策活動、対策本部設置状況等を報告します。

◇速やかに、職員の動員配備、情報収集・連絡、応急体制の確立等、災害

の拡大防止のための必要な措置を行います。

◇消防機関の到着に際しての車両誘導、爆発、引火、有毒性物品の品名、

数量、保管場所等の報告を行います。

◇大量の危険物が河川、海等に排出された場合は、必要な資機材を用い、

危険物の拡散防止等の排出を最小限に抑える措置を講じます。

29



30
30



31
30 31

第３節 火薬類災害予防対策・応急対策

１ 規制

○火薬庫等の貯蔵施設の位置、構造及び設備の状況、取扱方法が、火薬取締

法に定められた基準に適合しているかについて立入検査及び保安検査を実

施し、法令上の技術基準の遵守を徹底させます。

２ 指導

○火薬類の取扱従事者に対し、火薬類の保安に関する講習等を実施し、資質

の向上、保安意識の向上に努めます。

３ 自主保安体制の確立

○事業所の長に対し従業員の安全教育や防災訓練の実施等、保安に関する教

育計画を定めるよう指導し、事業所の自主保安体制の確立を図ります。

○緊急時の情報連絡を密にするため、無線設備、重要電話回線その他の方法

による緊急連絡体制の整備、手段の確保を指導します。

４ 啓発

○各種の研修会、講習会を実施するほか盗難防止訓練の実施、ポスターの配

布等を行い関係者の保安意識の高揚を図ります。

５ 火薬類災害応急対策

○県、中国四国産業保安監督部

◇県及び中国四国産業保安監督部は、関係機関と密接な連携を図り、必要

に応じて施設の使用一時停止等を命じます。

◇警察は、火薬類の爆発等の災害が発生し、又は火災等の災害が火薬類

貯蔵所に及ぶおそれのある場合は、施設管理者や市町村等と連携して、

負傷者等の救出、避難の指示及び警戒区域の設定、交通規制等、災害の

波及防止、保安措置等の援助協力等災害の拡大防止の措置を行います。

○市町村

◇施設管理者と密接な連携を図り、災害の拡大防止を図るため消火活動、

負傷者の救出、警戒区域の設定、避難の指示、広報等の必要な応急対策

を実施します。

県は、警察と連携して、盗難防止対策を含め、火薬類取締法はじめ関係法

令の周知徹底・規制を行うとともに、保安検査、立入検査に伴う指導・措置

の実施や、火薬類取扱事業所等における自主保安体制の確立、保安意識の高

揚を図ります。

また、災害発生時の応急対策について定めます。
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第４節 毒物・劇物災害予防対策・応急対策

１ 規制

○立入検査により、適切な保管管理等、法令上の技術基準の遵守が徹底され

るよう指導します。

２ 指導

○立入検査を実施し、適正な貯蔵量、設備とするよう指導します。

○管理者等に対し、毒物・劇物の飛散等により住民の生命及び保健衛生上に

危害を生じるおそれがあるときには、福祉保健所、警察署、又は消防機関

への届け出及び危害防止のための応急措置を講ずるよう、関係機関と連携

して指導します。

○毒物劇物営業者に対する指導

◇毒物・劇物の容器及び収納棚等の転落防止

◇容器の損壊等による飛散の防止

◇収納場所の整理整頓

◇初期消火用資機材の整備

３ 啓発

○各種の研修会、又は農薬危害防止運動月間等を通じ、毒物・劇物に関する

知識の普及など関係者の保安意識の高揚を図ります。

４ 毒物・劇物災害応急対策

○県

◇県は、他の施設及び住家等に災害が及ぶおそれのある場合は、施設管理

者に危険防止のための応急措置を講ずるよう指示するほか、市町村等と

連携して、危険区域を設定し、交通遮断、緊急避難、防毒措置、広報等

の必要な措置を講じます。

◇警察は、毒物・劇物災害が発生し、又は火災等の災害が毒物・劇物貯蔵

施設に及ぶおそれのある場合は、施設管理者や市町村等と連携して、負

傷者等の救出、避難の指示及び警戒区域の設定、交通規制等、災害の波

及防止、保安措置等の援助協力等災害の拡大防止の措置を行います。

○市町村

◇施設管理者と密接な連携を図り、災害の拡大防止を図るため消火活動、

負傷者の救出、警戒区域の設定、避難の指示、広報等の必要な応急対策

県は、毒物及び劇物取締法はじめ関係法令の周知徹底・規制を行うととも

に、危害防止体制の確立、危害防止意識の高揚を図ります。

また、災害発生時の応急対策について定めます。
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○ 各市町村への相談や問い合わせも想定されるため、県と市町村は、連絡

を密にして情報の一元化を図ります。

８ 広域的な避難対策と支援要請

（１）県内での広域的な避難

○ 県内の他の市町村への避難が必要と判断した市町村は、避難について、

受入先となる市町村と、直接協議をします。

○ 県は、必要に応じて、市町村間の調整を図ります。

○ 県は、他の市町村への避難について、避難の必要な市町村が、地震、津

波など複合災害による通信手段の途絶、役場機能の喪失等のため、緊急を

要すると判断したときは、当該市町村に代わって、受入先となる市町村と

協議します。

（２）県外への避難と支援要請

○ 県外への避難が必要と判断した市町村は、避難に関し、県に対して他の

都道府県と協議するよう求めます。

○ 県は、市町村から協議の要請があった場合、またはその他支援が必要と

なった場合は、災害時応援協定を締結している他の都道府県または国に対

して支援要請を行い、必要な調整を図ります。

○ 県は、県外への避難について、地震、津波など複合災害による通信手段

の途絶、役場機能の喪失等のため、緊急を要し、市町村からの協議要請を

待ついとまがないと判断したときは、市町村からの協議要請を待つことな

く、他の都道府県または国への要請を行います。

（３）他県からの避難者の受け入れ

○ 他県から避難者受け入れの要請があった場合、県及び市町村は、調整の

うえ、避難所の開設または避難者用住宅の提供を行います。

（４）生活支援と情報提供

○ 県及び市町村は、住居や生活、医療、教育、介護など避難者の多様なニ

ーズを把握するように努め、必要な支援を行います。

９ 物資の調達と供給活動

○ 県及び市町村は、備蓄物資及び調達した物資について、被災者への供給

を行います。

○ 県は、供給すべき物資が不足し、調達する必要があると判断したときは、

災害時応援協定を締結する他の都道府県のほか、国の原子力災害対策本部、

または、国の原子力災害対策本部が設置されていない場合は関係省庁に対

して、物資の調達を要請します。

○ 市町村において物資が不足した場合、県は、地震、津波など複合災害に

よる通信手段の途絶、役場機能の喪失等のため、緊急を要し、市町村から

の要請を待ついとまがないと判断したときは、市町村の要請を待つことな
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○ 各市町村への相談や問い合わせも想定されるため、県と市町村は、連絡

を密にして情報の一元化を図ります。

８ 広域的な避難対策と支援要請

（１）県内での広域的な避難

○ 県内の他の市町村への避難が必要と判断した市町村は、避難について、

受入先となる市町村と、直接協議をします。

○ 県は、必要に応じて、市町村間の調整を図ります。

○ 県は、他の市町村への避難について、避難の必要な市町村が、地震、津

波など複合災害による通信手段の途絶、役場機能の喪失等のため、緊急を

要すると判断したときは、当該市町村に代わって、受入先となる市町村と

協議します。

（２）県外への避難と支援要請

○ 県外への避難が必要と判断した市町村は、避難に関し、県に対して他の

都道府県と協議するよう求めます。

○ 県は、市町村から協議の要請があった場合、またはその他支援が必要と

なった場合は、災害時応援協定を締結している他の都道府県または国に対

して支援要請を行い、必要な調整を図ります。

○ 県は、県外への避難について、地震、津波など複合災害による通信手段

の途絶、役場機能の喪失等のため、緊急を要し、市町村からの協議要請を

待ついとまがないと判断したときは、市町村からの協議要請を待つことな

く、他の都道府県または国への要請を行います。

（３）他県からの避難者の受け入れ

○ 他県から避難者受け入れの要請があった場合、県及び市町村は、調整の

うえ、避難所の開設または避難者用住宅の提供を行います。

（４）生活支援と情報提供

○ 県及び市町村は、住居や生活、医療、教育、介護など避難者の多様なニ

ーズを把握するように努め、必要な支援を行います。

９ 物資の調達と供給活動

○ 県及び市町村は、備蓄物資及び調達した物資について、被災者への供給

を行います。

○ 県は、供給すべき物資が不足し、調達する必要があると判断したときは、

災害時応援協定を締結する他の都道府県のほか、国の原子力災害対策本部、

または、国の原子力災害対策本部が設置されていない場合は関係省庁に対

して、物資の調達を要請します。

○ 市町村において物資が不足した場合、県は、地震、津波など複合災害に

よる通信手段の途絶、役場機能の喪失等のため、緊急を要し、市町村から

の要請を待ついとまがないと判断したときは、市町村の要請を待つことな
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（別表３）

○ 第４章 道路災害対策

＊被害情報等の収集伝達系統
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